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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月10日(2015.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各直立脚部が、前記直立脚部の運動方向に対してカッター角度で角度を持った順方向面
と、刃先において前記順方向面と交差する上方向面とを有する遠位部分で終端する複数の
前記直立脚部を担持する支持部材であって、回転軸を有する当該支持部材を含む、ロータ
リーシェーバーのためのカッターであって、前記上方向面は、前記ロータリーシェーバー
のキャップのシェービングトラックの凹状の内面との係合のために前記運動方向に垂直な
平面において凸状であるカッターにおいて、前記順方向面の少なくとも上部分は、前記刃
先を含み、前記回転軸に垂直な平面において凹状であり、前記刃先は、前記回転軸に平行
な平面にある、カッター。
【請求項２】
　前記刃先は、前記回転軸に対して半径方向平面に延伸する、請求項１に記載のカッター
。
【請求項３】
　前記カッター角度は、前記運動方向に対して３５°～７０°の間であり、好ましくは４
０°～５０°の間である、請求項１又は２に記載のカッター。
【請求項４】
　前記凸状の上方向面は、第１の半径Ｒを有する円柱面であり、前記凹状の順方向面は、
第２の半径ｒであって、ｒは、Ｒ＝ｒ・ｃｏｓαとなるような前記カッター角度αに依存
して選択される当該半径ｒを有する円柱面である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載
のカッター。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のカッターと、キャップとを含み、前記キャップ
は、前記カッターの遠位部分の前記凸状の上方向面による係合のための凹状の内面と切断
される毛髪の通路のための複数のスロットとを有するシェービングトラックを含む、ロー
タリーシェーバーのためのカッターユニット。
【請求項６】
　前記シェービングトラックは、ドーム形の上面を有する、請求項５に記載のカッターユ
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ニット。
【請求項７】
　前記刃先及び少なくとも１つの前記スロットの切断面は、せん断角度で互いに対して角
度を持ち、前記せん断角度は、前記少なくとも１つの前記スロットの半径範囲にわたって
一定である、請求項５又は６に記載のカッターユニット。
【請求項８】
　前記スロットは、前記回転軸に対して半径方向に角度がつけられている、請求項５乃至
７のいずれか一項に記載のカッターユニット。
【請求項９】
　前記スロットは直線であり、各スロットは、前記回転軸に平行な平面にある、請求項５
乃至８のいずれか一項に記載のカッターユニット。
【請求項１０】
　前記凹状の内面は、環状体の形状に従い、部分的に円形の断面を有する、請求項５乃至
９のいずれか一項に記載のカッターユニット。
【請求項１１】
　前記キャップは、複数の同心のシェービングトラックを有する、請求項５乃至１０のい
ずれか一項に記載のカッターユニット。
【請求項１２】
　請求項５乃至１１のいずれか一項に記載の１つ以上のカッターユニットと、前記１つ以
上のカッターユニットの前記カッターの回転を生じさせる駆動ユニットとを含むシェーバ
ー。
【請求項１３】
　２つのカッターユニットを含む、請求項１２に記載のシェーバー。
【請求項１４】
　正三角形の頂点に配置された３つのカッターユニットを含む、請求項１２に記載のシェ
ーバー。
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